
◆ 治療用装具チェックフロー ◆ 

 

作製した装具は医師の指示にもとづいて作製されたものですか。 

（医師の装具作製指示・装具装着証明書がある。） 

 

 

 

はい              いいえ      申請できません。 

                         （健康保険の対象外です。） 

 

次の全てを満たすものですか？ 

●治療上、必要不可欠な範囲のもの 

（患部の安定・固定・矯正などを行う上で必要な範囲のもの） 

●厚生労働省の定めた方法により、オーダーメイドで作製 

されたもの 

 ●保険診療の範囲内では対処できないもの 

 ●症状固定前のもの 

 

 

 

   はい               いいえ     申請できません。 

                            （健康保険の対象外です。） 

 

               次のものに該当する場合は健康保険の対象外となります。 

               ●日常生活の利便性のためのもの、疼痛の軽減（除痛） 

               ●スポーツ・リハビリなど、一時的に着用するもの 

               ●外反母趾のために作製した靴など、原因疾患の治療を

目的としていないもの 

               ●保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの 

               ●症状固定後に使用するもの 

               ●手術や処置によって解消状態にある原因疾患の再発防

止を目的とするもの 

 

申請できます。 

【必要書類】 ・療養費支給申請書 

       ・医師の装具作製指示・装具装着証明書 

       ・装具購入時の領収書 

       ・同意書 

       ・購入した装具の写真 

※医師が治療上必要であると認め、

保険者（健保）が療養費の支給はや

むを得ないと認めた場合に、療養の

給付に代えて適用されます。 

（健康保険法第 87条）          


